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(57)【要約】
【課題】電子機器には多くの場合、表示装置の他にも例
えば電池蓋などの可動部が存在し、また、ケーブルなど
の外部ユニットが着脱される機構が設けられている。す
ると、できる限り向きが変えられるように設計されてい
る表示装置の表示面を、これら可動部、外部ユニットと
が覆ってしまう状況が生じてきた。このような状況は、
表示されたコンテンツの視認性を大きく損なうことにな
る。
【解決手段】上記課題を解決するために、電子機器は、
表示ユニットと、表示ユニットの少なくとも一部を掩蔽
する障害物の存在を推定する推定部と、推定部の推定結
果に基づいて、表示ユニットに表示するコンテンツの表
示態様を変更する表示制御部とを備える。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示ユニットと、
　前記表示ユニットの少なくとも一部を掩蔽する障害物の存在を推定する推定部と、
　前記推定部の推定結果に基づいて、前記表示ユニットに表示するコンテンツの表示態様
を変更する表示制御部と
を備える電子機器。
【請求項２】
　前記表示ユニットは前記電子機器の本体部に対して変位する変位機構を有し、
　前記推定部は、前記変位機構による前記表示ユニットの変位を加味して前記障害物の存
在を推定する請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記推定部は、前記電子機器に対して着脱可能な外部ユニットの装着を検出して前記障
害物の存在を推定する請求項１または２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記外部ユニットはケーブルを含む請求項３に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記電子機器の姿勢を検出する姿勢検出部を備え、
　前記推定部は、前記姿勢検出部の検出結果を加味して前記障害物の存在を推定する請求
項１から４のいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項６】
　前記表示制御部は、前記姿勢検出部が予め定められた姿勢を検出した場合は、前記表示
態様の変更を実行しない請求項５に記載の電子機器。
【請求項７】
　前記表示制御部は、前記推定結果に基づいて、前記コンテンツの表示領域を変更する請
求項１から６のいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項８】
　前記表示制御部は、前記推定結果に基づいて、前記コンテンツを拡大表示または縮小表
示する請求項１から７のいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項９】
　前記表示制御部は、前記推定結果に基づいて、前記コンテンツの表示を中止する請求項
１から５のいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか１項に記載の電子機器は撮像装置であって、
　前記表示制御部は、前記コンテンツの少なくとも一部として被写体画像を表示する撮像
装置。
【請求項１１】
　前記表示制御部は、前記コンテンツとして前記被写体画像を表示するか否かにより前記
表示態様を変更する請求項１０に記載の撮像装置。
【請求項１２】
　表示ユニットの少なくとも一部を掩蔽する障害物の存在を推定する推定ステップと、
　前記推定ステップの推定結果に基づいて、前記表示ユニットに表示するコンテンツの表
示態様を変更する変更ステップと
をコンピュータに実行させる電子機器の表示制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器、撮像装置および電子機器の表示制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　電子機器に設けられる表示装置には、ユーザの視線方向に合わせて向きを変えられるメ
カニカルな機構が設けられることが多くなってきている。例えば、表示装置が機器筐体に
対して直角方向に開閉し、使用時においてはユーザの視線に直交するビデオカメラが知ら
れている。
［先行技術文献］
［特許文献］
　　［特許文献１］特開２００１－５３９９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　電子機器には多くの場合、表示装置の他にも例えば電池蓋などの可動部が存在し、また
、ケーブルなどの外部ユニットが着脱される機構が設けられている。すると、できる限り
向きが変えられるように設計されている表示装置の表示面を、これら可動部、外部ユニッ
トとが覆ってしまう状況が生じてきた。このような状況は、表示されたコンテンツの視認
性を大きく損なうことになる。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の態様における電子機器は、表示ユニットと
、表示ユニットの少なくとも一部を掩蔽する障害物の存在を推定する推定部と、推定部の
推定結果に基づいて、表示ユニットに表示するコンテンツの表示態様を変更する表示制御
部とを備える。
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明の第２の態様における撮像装置は、上記第１の態様
における電子機器であって、表示制御部は、コンテンツの少なくとも一部として被写体画
像を表示する。
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明の第３の態様における電子機器の表示制御プログラ
ムは、表示ユニットの少なくとも一部を掩蔽する障害物の存在を推定する推定ステップと
、推定ステップの推定結果に基づいて、表示ユニットに表示するコンテンツの表示態様を
変更する変更ステップとをコンピュータに実行させる。
【０００７】
　なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではない。また
、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】カメラ本体と表示ユニットの相対的な関係を説明する説明図である。
【図２】カメラの側面図である。
【図３】カメラのシステム構成図である。
【図４】ケーブルが装着されたカメラの正面図である。
【図５】カメラの姿勢とケーブルの相対的な関係を説明する説明図である。
【図６】障害物の推定と表示態様の関係の一例を説明する説明図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範
囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組
み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
【００１０】
　図１は、本実施形態に係るカメラ１０のカメラ本体１１と表示ユニット３０の相対的な
関係を説明する説明図である。特に、カメラ本体１１を被写体とは反対側の背面側から臨
む場合に、表示ユニット３０がカメラ本体１１に対して変位する様子を示す。表示ユニッ
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ト３０は、カメラ本体１１に対する回転機構３１と、映像を映し出す表示部３２を備える
。回転機構３１は、カメラ本体１１に対して表示部３２を変位させる変位機構であり、表
示部３２の表示面をカメラ本体１１に対して回転させて、ユーザの様々な視線方向に対応
する。表示部３２は、撮影前後の画像、メニュー項目等を表示する。表示部３２には、液
晶素子、有機ＥＬ素子等が用いられる。操作部材１２は、カメラ１０に対してユーザが指
示を与える部材であり、メニュー項目の選択、撮影指示等に用いられる。
【００１１】
　図１（ａ）は、表示ユニット３０がカメラ本体１１の背面部に収納されて表示部３２の
表示面をユーザに向けた状態を示す。回転機構３１は、表示ユニット３０を図の状態から
矢印方向である水平方向への回転を許容する。表示ユニット３０は、水平方向へ回転して
所定の回転角で静止する姿勢を取り得る。図１（ａ）の収納状態から表示ユニット３０を
水平方向に１８０度回転させると、図１（ｂ）の状態に移行する。図１（ｂ）は、表示ユ
ニット３０がカメラ本体１１から延出して、表示部３２を被写体側へ向けた状態を示す。
回転機構３１は、表示ユニット３０を図の状態から矢印方向である垂直方向への回転を許
容する。表示ユニット３０は、垂直方向についても所定の回転角で静止する姿勢を取り得
る。図１（ｂ）の収納状態から表示ユニット３０を垂直方向に１８０度回転させると、図
１（ｃ）の状態に移行する。図１（ｃ）は、表示ユニット３０がカメラ本体１１から延出
して、表示部３２を被写体とは反対側へ向けた状態を示す。なお、表示ユニット３０を垂
直方向に１８０度回転させても、ユーザが視認し易いように、後述の表示制御部が表示部
３２における表示の天地方向を調整する。
【００１２】
　このように、表示ユニット３０を水平方向および垂直方向へ回転させることができると
、ユーザは、取得する被写体像を逐次表示部３２へ表示させる電子ビューファインダを実
行させて、様々な姿勢により撮影を行うことができる。例えば、ユーザは、表示部３２を
斜め下方向に向けてカメラ１０を持ち上げれば、被写体を視認しつつハイアングル撮影を
行うことができる。また、図１（ｂ）のように表示部３２を被写体側に向ければ、セルフ
タイマー撮影等において自身の姿を確認しつつ撮影することができる。
【００１３】
　図２は、カメラ１０の回転機構３１側から見た側面図である。図示するように、表示ユ
ニット３０が背面側に設けられているのに対して、対向面である正面側には被写体光束を
取り込む撮影レンズ１３が設けられている。そして、側面部には通信コネクタ１５と映像
出力コネクタ１６が設けられている。通信コネクタ１５は、例えば外部機器であるＰＣか
ら撮影コマンドを受信する。映像出力コネクタ１６は、例えば外部機器であるテレビに対
して撮影画像を出力する。
【００１４】
　図３は、本実施形態に係るカメラ１０のシステム構成図である。カメラ１０は、カメラ
制御部１０１を備え、カメラ１０を構成する各要素を直接的または間接的に制御する。カ
メラ制御部１０１は、システムメモリ１０２と通信する。システムメモリ１０２は、電気
的に消去・記録可能な不揮発性メモリである。システムメモリ１０２は、カメラ１０の動
作時に必要な定数、変数、設定値、プログラム等を、カメラ１０の非動作時にも失われな
いように記録している。
【００１５】
　内部メモリ１０３は、高速で読み書きのできるランダムアクセスメモリであり、例えば
ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭなどが用いられる。また、画像処理部１０７が行う画像処理、圧縮処
理において、ワークメモリとしての役割も担うと共に、加工処理された画像データを一時
的に保管する役割も担う。更に、システムメモリ１０２に記録されている定数、変数、設
定値、プログラム等が適宜展開されて、カメラ１０の制御に利用される。
【００１６】
　撮像素子１０４は、撮影レンズ１３を透過して入射する被写体像である光学像を光電変
換する素子であり、例えば、ＣＣＤ、ＣＭＯＳセンサが用いられる。撮像素子１０４は、
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駆動部１０５を介して、カメラ制御部１０１によって制御される。撮像素子１０４で光電
変換された被写体像は、Ａ／Ｄ変換器１０６でアナログ信号からデジタル信号に変換され
、画像処理部１０７へ引き渡される。
【００１７】
　画像処理部１０７は、設定されている撮影モード、ユーザからの指示に従って、予め定
められた形式の画像データに変換する。画像処理部１０７によって処理された画像データ
は、内部メモリ１０３から外部ユニットＩＦ１１３を介して、記録媒体１１４に記録され
る。記録媒体１１４は、カメラ１０に対して着脱可能な不揮発性メモリである。外部ユニ
ットＩＦ１１３は、通信コネクタ１５および映像出力コネクタ１６を含み、上述のように
ＰＣ、テレビ等と接続され得る。例えば、映像出力コネクタ１６を介して、記録媒体１１
４に記録された静止画像データ、動画像データがテレビに出力される。
【００１８】
　外部ユニット検出部１１５は、外部ユニットＩＦ１１３に接続される様々な外部ユニッ
トの着脱を検出する。外部ユニットとしては、通信コネクタ１５および映像出力コネクタ
１６等のコネクタ端子に接続されるケーブル類、増設バッテリおよび外部フラッシュ等の
増設機器類などが挙げられる。外部ユニット検出部１１５は、これら外部ユニットの種類
とカメラ本体１１に対する装着場所を特定する。
【００１９】
　可動部状態検出部１１６は、カメラ本体１１を構成する構成部材のうち可動部の状態を
検出する。例えば、収納状態と展開状態の間で移動する内蔵フラッシュを備える場合は、
内蔵フラッシュがいずれの状態であるかを検出する。カメラ姿勢検出部１１７は、例えば
加速度センサによって構成される姿勢センサの出力からカメラ本体１１の姿勢を検出する
。
【００２０】
　カメラ１０は、ユーザからの操作を受け付ける操作部材１２を複数備えるが、操作部材
検出部１０８は、これら操作部材１２の操作状態を検出してカメラ制御部１０１へ出力す
る。カメラ１０は、電源制御部１０９を介してバッテリ１１０から電力供給を受ける。電
源制御部１０９はカメラ１０への電力供給と共に、バッテリ１１０と通信して残電力の検
出、電力供給の監視を行う。また、バッテリ１１０は、カメラ本体１１に設けられた給電
コネクタにＡＣケーブルが装着されて充電される。外部ユニット検出部１１５は、ＡＣケ
ーブルの装着も検出する。
【００２１】
　画像処理部１０７により画像処理を施された画像データは、表示制御部１１８の制御に
より、表示部３２に表示される。上述のように、撮像素子１０４が連続的に光電変換する
被写体像を、記録媒体１１４に記録することなく表示部３２に逐次表示すれば電子ビュー
ファインダを実現できる。また、表示制御部１１８は、システムメモリ１０２に記録され
たプログラムに従って、各種情報、メニュー項目等を、撮影画像に重畳して、または単独
で表示部３２へ表示する。また、後述の表示部３２における表示態様の変更も、表示制御
部１１８が実行する。
【００２２】
　表示部姿勢検出部１１９は、表示部３２のカメラ本体１１に対する姿勢を検出する。具
体的には、回転機構３１の回転部に回転角に応じて異なる出力が得られる接触ブラシを設
ける。これにより、カメラ本体１１に対して、上述の水平方向の回転角と垂直方向の回転
角をそれぞれ検出する。検出した表示部３２の姿勢は、カメラ制御部１０１へ引き渡す。
【００２３】
　図４は、通信ケーブル４５と映像出力ケーブル４６がカメラ本体１１の通信コネクタ１
５と映像出力コネクタ１６にそれぞれ装着されたときの、カメラ１０の正面図である。図
は、カメラ本体１１を横画角である正位置で三脚５１に据え付けた撮影準備段階を表し、
特に、セルフタイマー撮影であって被写体であるユーザ自身のほうへ表示ユニット３０を
向けた状態を示す。
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【００２４】
　この状況において、図のように特に何の表示制御も施さずに電子ビューファインダを実
行すると、通信ケーブル４５と映像出力ケーブル４６が表示部３２の一部を覆い隠してい
ることから、ユーザは表示部３２の表示を視認しづらい。通信ケーブル４５と映像出力ケ
ーブル４６が表示部３２の一部を覆い隠している限り、表示するコンテンツが電子ビュー
ファインダでなく、メニュー項目等であっても視認性が阻害されることには変わりはない
。
【００２５】
　一方で、通信ケーブル４５と映像出力ケーブル４６が表示部３２を覆い隠す状況は、こ
れらのケーブルが装着されるカメラ本体１１の位置、および、カメラ本体１１の姿勢と表
示部３２のカメラ本体１１に対する姿勢によって様々に変化する。具体的には、図４の条
件であれば、通信ケーブル４５と映像出力ケーブル４６は、表示部３２の約左半分を掩蔽
する。一方で、図５（ａ）のように、図４の状態からカメラ１０を向かって左側に９０度
回転して縦画角である第１の縦位置に構えた場合は、通信ケーブル４５と映像出力ケーブ
ル４６が左右に分かれて重力方向に垂れ下がり、表示部３２を掩蔽する領域は下側の約１
／３程度となる。さらに、図５（ｂ）のように、図４の状態からカメラ１０を向かって右
側に９０度回転して縦画角である第２の縦位置に構えた場合は、通信ケーブル４５と映像
出力ケーブル４６がストレートに重力方向に垂れ下がり、表示部３２の前面を掩蔽する。
【００２６】
　そこで、本実施形態においては、カメラ姿勢検出部１１７によりカメラ本体１１の姿勢
を検出し、表示部姿勢検出部１１９により表示部３２のカメラ本体１１に対する姿勢を検
出する。そして、外部ユニット検出部１１５によりカメラ本体１１に装着される外部ユニ
ットの種類と装着場所を検出し、可動部状態検出部１１６によりカメラ本体１１の可動部
の状態を検出する。カメラ制御部１０１は、これらの検出結果から、表示部３２の少なく
とも一部を掩蔽する障害物の存在を推定し、表示制御部１１８はその推定結果を用いて、
表示部３２に表示する被写体画像、メニュー項目等のコンテンツの表示態様を変更する。
上述の通信ケーブル４５と映像出力ケーブル４６を例に、障害物の推定と表示態様の関係
を具体的に説明する。
【００２７】
　図６は、表示部３２を掩蔽する障害物の推定と、表示部３２に表示させるコンテンツの
表示態様の関係の一例を説明する説明図である。図は、一段目のそれぞれが表示部３２を
掩蔽する障害物の推定を表す。二段目は、推定した障害物の推定に対して、それぞれメニ
ュー項目をどのように表示するかを表す。三段目は、同様に、推定した障害物の推定に対
して、それぞれ画像表示をどのように行うかを表す。
【００２８】
　まず、カメラ制御部１０１が、表示部３２を掩蔽する障害物が存在しないと推定する場
合について説明する。カメラ制御部１０１は、例えば、カメラ姿勢検出部１１７がカメラ
本体１１の正位置を検出し、表示部姿勢検出部１１９が図１（ａ）のような収納状態であ
って表示部３２が背面方向を向く状態を検出した場合は、外部ユニット検出部１１５が通
信ケーブル４５の装着を検出しても、通信ケーブル４５は表示部３２を覆う障害物にはな
らないと推定する。つまり、カメラ制御部１０１は、カメラ本体１１、表示ユニット３０
および通信ケーブル４５の三者の相対的な位置関係を把握して、通信ケーブル４５が表示
部３２を覆うか否かを推定する。
【００２９】
　カメラ制御部１０１が表示部３２を覆う障害物が存在しないと推定すると、表示制御部
１１８は通常の表示態様によりメニュー項目、および、画像を表示する。つまり、表示部
３２の全画面を使って、アイコン、文字列等を表示し、または、取得した画像の全体を表
示する。画像を表示させるときには、例えば設定された撮影条件等の付随する情報を重畳
させて表示しても良い。
【００３０】



(7) JP 2012-47978 A 2012.3.8

10

20

30

40

50

　次に、カメラ制御部１０１が、横方向に配置される表示部３２の左半分を障害物が掩蔽
していると推定する場合について説明する。カメラ制御部１０１は、例えば、カメラ本体
１１、表示ユニット３０、通信ケーブル４５（および映像出力ケーブル４６）の三者の相
対的な位置関係が、図４で示すような関係にあることを把握したときに、表示部３２の左
半分が覆い隠されていると推定する。
【００３１】
　カメラ制御部１０１が表示部３２の左半分が覆い隠されていると推定すると、表示制御
部１１８は、表示部３２のうち覆い隠された左半分の領域を非表示状態とする。つまり、
表示領域として利用しない。そして、メニュー項目の表示であれば、アイコン、文字列等
の表示コンテンツを左右方向に１／２に圧縮して、右半分の領域に表示する。画像の表示
であれば、取得した画像の全体を、通常表示に対して１／４の大きさに縮小して右上の領
域に表示する。通常表示において重畳表示していた付随情報は、大きさを変更することな
く右下の領域に表示する。このような表示態様により、掩蔽部分が存在しても、コンテン
ツとしての欠損を抑えつつ一定の視認性を確保することができる。
【００３２】
　次に、カメラ制御部１０１が、縦方向に配置される表示部３２の下１／３を障害物が掩
蔽していると推定する場合について説明する。カメラ制御部１０１は、例えば、カメラ本
体１１、表示ユニット３０、通信ケーブル４５（および映像出力ケーブル４６）の三者の
相対的な位置関係が、図５（ａ）で示すような関係にあることを把握したときに、表示部
３２の下１／３が覆い隠されていると推定する。
【００３３】
　カメラ制御部１０１が表示部３２の下１／３が覆い隠されていると推定すると、表示制
御部１１８は、表示部３２のうち覆い隠された下１／３の領域を非表示状態とする。つま
り、表示領域として利用しない。そして、メニュー項目の表示であれば、アイコン、文字
列等の表示コンテンツを縦方向に圧縮しての領域に表示する。このとき、収まりきらない
文字列はスクロール表示する。画像の表示であれば、取得した画像の全体を、４／９の大
きさに縮小して左上の領域に表示する。通常表示において重畳表示していた付随情報は、
大きさを変更することなく中央右付近の領域に表示する。このような表示態様であっても
、コンテンツとしての欠損を抑えつつ一定の視認性を確保することができる。
【００３４】
　次に、カメラ制御部１０１が、表示部３２の全体を障害物が掩蔽していると推定する場
合について説明する。カメラ制御部１０１は、例えば、カメラ本体１１、表示ユニット３
０、通信ケーブル４５（および映像出力ケーブル４６）の三者の相対的な位置関係が、図
５（ｂ）で示すような関係にあることを把握したときに、表示部３２の全体が覆い隠され
ていると推定する。
【００３５】
　このような場合は、表示制御部１１８は、コンテンツの表示そのものを取り止めても良
いが、多少の情報を提示すべくコンテンツの一部を抽出して表示しても良い。メニュー項
目の表示であれば、アイコンのみを表示する。さらには、通常表示に強制的に戻す解除ボ
タンを選択可能に表示しても良い。画像の表示であれば、取得した画像のうち、例えば顔
認識等によって推定される主要被写体領域を拡大して全画面表示する。このような表示態
様であれば、通信ケーブル４５等が表示部３２の全面を覆う場合であっても、若干の隙間
からコンテンツの一部をユーザに視認させ得ることが期待できる。
【００３６】
　以上のように、カメラ制御部１０１は表示部３２の掩蔽状態を推測し、表示制御部１１
８はその状態に好ましい表示態様となるように様々に変更する。上述の変更態様は、もち
ろん、互いに組み合わせることも一部を採用することもできる。また、表示部３２の掩蔽
状態は、カメラ本体１１の取り得る姿勢、表示部３２がカメラ本体１１に対して取り得る
姿勢、カメラ本体１１に装着される外部ユニットの種類と装着場所、カメラ本体１１の可
動部が取り得る状態を列挙してマトリックスとし、それぞれに対して表示部３２のどの領
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域が隠れるかを予めデータ化して、ルックアップテーブルとしてシステムメモリ１０２へ
記録しておくことができる。カメラ制御部１０１は、カメラ姿勢検出部１１７、表示部姿
勢検出部１１９、外部ユニット検出部１１５および可動部状態検出部１１６の検出結果を
ルックアップテーブルに当てはめることにより、対応する掩蔽状態を読み出すことができ
る。したがって、カメラ制御部１０１は、これら検出部の検出結果からその都度演算によ
り掩蔽状態を推定しても良いし、予めルックアップテーブルが用意されているのであれば
、これを参照して掩蔽状態を推定することもできる。
【００３７】
　なお、ルックアップテーブルは、カメラ１０の構成により適宜変更され得る。すなわち
、表示ユニット３０がカメラ本体１１に対して固定された構成であれば、表示部３２がカ
メラ本体１１に対して取り得る姿勢をマトリックスから削除する。カメラ本体の可動部が
表示部３２を覆い隠す可能性が無いのであれば、同様にカメラ本体１１の可動部が取り得
る状態をマトリックスから取り除く。さらに、カメラ本体１１へ装着される外部ユニット
であっても、装着によって表示部３２を覆い隠す可能性が無い外部ユニットであれば、マ
トリックスの対象としない。
【００３８】
　また、アクセサリーシューに装着される外部フラッシュのような、カメラ本体１１へ装
着される外部ユニットがカメラ本体１１に対して固定された相対位置関係となる場合は、
カメラ本体１１の姿勢に関係なく外部ユニットが表示部３２を一定の状態で掩蔽する。こ
のような場合は、カメラ本体１１の取り得る姿勢はマトリックスから削除され得る。
【００３９】
　上述の実施形態においては、カメラ１０を例に説明したが、適用され得る機器はカメラ
に限らない。携帯電話、ノートＰＣ、携帯型ゲーム機器、ポータブルオーディオプレーヤ
ー等の携帯型電子機器に留まらず、表示ユニットと、これを掩蔽する可能性のある障害物
を推定して表示態様を変更し得るものであれば、様々な電子機器に適用できる。また、こ
れらの電子機器に組み込まれて、表示ユニットの少なくとも一部を掩蔽する障害物の存在
を推定する推定ステップと、推定結果に基づいて表示ユニットに表示するコンテンツの表
示態様を変更する変更ステップとをコンピュータに実行させる表示制御プログラムであっ
ても良い。
【００４０】
　以上のように、表示部を覆い隠す障害物の存在を、表示部に面状に設けられた接触セン
サ、近接センサ、照度センサ等で直接的に検出するのではなく、障害物の推定という間接
的な手法により表示態様を変更できるので、複雑で高価なセンサを専用に設ける必要が無
い。また、障害物の推定に利用される姿勢センサ等は、そもそも他の用途を目的として電
子機器に設置されていることも多く、その検出結果を上述のように障害物の推定に兼用す
ることができる。
【００４１】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えること
が可能であることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発
明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
【００４２】
　特許請求の範囲、明細書、および図面中において示した装置、システム、プログラム、
および方法における動作、手順、ステップ、および段階等の各処理の実行順序は、特段「
より前に」、「先立って」等と明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用い
るのでない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。特許請求の範囲、明
細書、および図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」等を用いて説
明したとしても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。
【符号の説明】
【００４３】
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１０　カメラ、１１　カメラ本体、１２　操作部材、１３　撮影レンズ、１５　通信コネ
クタ、１６　映像出力コネクタ、３０　表示ユニット、３１　回転機構、３２　表示部、
４５　通信ケーブル、４６　映像出力ケーブル、５１　三脚、１０１　カメラ制御部、１
０２　システムメモリ、１０３　内部メモリ、１０４　撮像素子、１０５　駆動部、１０
６　Ａ／Ｄ変換器、１０７　画像処理部、１０８　操作部材検出部、１０９　電源制御部
、１１０　バッテリ、１１３　外部ユニットＩＦ、１１４　記録媒体、１１５　外部ユニ
ット検出部、１１６　可動部状態検出部、１１７　カメラ姿勢検出部、１１８　表示制御
部、１１９　表示部姿勢検出部

【図１】 【図２】
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